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津城跡ＶＲ・ＡＲアプリ運用保守業務 仕様書 

 

１ 業務名 

津城跡ＶＲ・ＡＲアプリ運用保守業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務目的 

津城跡ＶＲ・ＡＲアプリ（以下、「本アプリ」という。）について、利用者が安定的

かつ快適に利用できる環境を維持するとともに、ＯＳのアップデート等に伴う不具合を

未然に防ぎ、本アプリの継続的な提供と品質の維持を図ることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

⑴ 本アプリの提供 

ア 津城跡ＶＲ・ＡＲアプリ制作業務 仕様書で示した要件を満たすサービスを提供

すること。 

アプリ機能の不具合対応、機能バージョンアップ、ＯＳバージョンアップ対応を

すること。 

イ アプリ運用の計画的停止 

受注者はアプリ停止を伴う作業が必要となった場合に、作業実施日の７日前まで

に発注者に連絡すること。 

受注者が本アプリを停止する場合は、利用者への影響を考慮し、遅くとも本アプ

リ停止の７日前までに発注者と協議の上、停止期間等を提示すること。その際、本

アプリの一部利用などの対応を提示すること。但し、緊急でやむを得ない場合はこ

の限りではない。 

⑵ 問合せ対応 

発注者からの運用に関する問合せに対して、速やかに回答を行うこと。 

⑶ 障害対応 

ア 障害等緊急で対応すべき事象が発生した場合は、６の⑶の連絡窓口が一次窓口の

役割を担い、必要に応じて受注者の技術者等と連携し、速やかに対応すること。 

イ 障害等緊急時の対応手順をあらかじめ作成し、発注者の承認を得ること。 

ウ 障害発生の連絡を受けた場合は、その障害原因を特定し、発注者へ報告すること。 

エ 対象エリア（お城公園）でのＡＲマーカー認識不良やＧＰＳ連動エラーが発生し

た場合は、現地確認及び調整を行うこと。 

オ 重大な障害が発生した場合、発注者が必要と認めたときは、会議体を開催し、当

該事案の経過等を取りまとめて報告するとともに、改善策を発注者に提示し、発注

者の承認を得ること。 

カ 本アプリにおいて、ウイルスの検出や不正アクセス等の事案が発生した場合は、

対応及び原因究明を行うこと。 
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⑷ システム保守 

ア 受注者は、アプリ運用の正常な動作を確保するために必要な保守業務を実施する

こと。 

イ 本アプリに関連するソフトウェアのバージョンアップがある場合は、モジュール

の適用の必要性を判断し、受注者の負担で適切に対応すること。 

ウ 本アプリで使用するソフトウェアに対するセキュリティーホールが各メーカーよ

り報告された場合は、受注者の負担で遅滞なく対策を実施すること。 

エ 履行期間内にＯＳのアップデートが生じた際には、アプリケーションソフトの動

作に不具合が発生しないよう、これに対応すること。 

⑸ コンテンツ・データ保守 

発注者からの依頼に基づき、本アプリの軽微なデータ更新や修正を行うこと。ただ

し、大幅な機能追加等が必要な場合は、事前に発注者と協議すること。 

ア テキストデータ（解説文、お知らせ等）の修正及び更新。 

イ 画像データ、音声データの更新。 

⑹ 利用状況等の集計・報告 

本アプリの利用状況等を定期的に集計し、報告書として提出すること。 

 

４ 履行期間等 

令和９年４月１日（一般への公開日令和９年４月1日）から令和１４年３月３１日まで 

この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

 

５ 作業報告 

一般への公開後、月次で、以下の項目について、発注者に報告すること。なお、報告

内容については、本アプリの一般への公開までに、協議の上決定するものとする。 

アプリの毎月の利用状況等をデータで蓄積し把握できる仕組み（利用者情報の取得は

必要最小限とし、個人情報に結びつくものは除く）を実装し、レポートを提出できる体

制を、アプリの利用が続く限り常時用意すること。 

 

図表 報告項目一覧 

項 目 内 容 

運用・保守報告 

※報告内容案 システム稼働状況（セキュリティ監視状況等）、アプリ

利用状況、保守実施状況、問合せ対応実績、障害対応実績、情報セキュ

リティ対策の実施状況等 

その他 
※以下、必要に応じて 上記以外の一時的業務遂行についての報告、操

作マニュアル（機能改善等により機能が更新された場合）等 
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【提案事項】 

・ 報告事項について、スタンプ取得数など本アプリの閲覧頻度を確認できるもの。 

ア Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ及びＧｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙでのダウンロード数の集計など 

イ 本アプリ内でのＶＲの閲覧数、ＡＲ起動数等のアクセス数の集計など 

 

６ 運用保守体制 

運用保守管理専用スタッフを配置し、メール等によるサポート体制をアプリの利用が

続く限り常時用意すること。 

⑴ 利用中の運用・保守において発生する障害や問題に対して、責任を持って解決でき

る体制であること。 

⑵ 発注者による操作に関する問合せ等に対応する窓口を設けること。対応時間及び連

絡方法については、本サービスの利用開始までに、協議の上決定するものとする。 

⑶ 問合せ対応の時間帯以外においても対応できる障害等緊急時の連絡窓口を設置する

こと。 

⑷ 運用・保守体制として、通常及び緊急時の連絡先及び連絡方法を提出し発注者の承

認を得ること。 

⑸ アプリの機能や運用方法に変更がある場合などは、必要に応じて会議を開催するこ

と。 

⑹ 現地でのＡＲやＧＰＳ等に動作不良が疑われる場合は、発注者と協議の上、速やか

に現地で動作確認を実施すること。 

 

【提案事項】 

・ 操作に対する問い合わせ等への対応について（対応時間、連絡方法など）。 

・ 障害発生時の対応について。 

 

７ その他 

⑴ 機密保護 

ア 本業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この項については、契約期間

の終了または解除後も同様とする。また、成果物（本サービス提供の過程で得られ

た記録等を含む。）を発注者の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡して

はならない。 

イ 本サービス提供のために発注者が提供した資料、データ等は業務以外の目的で使

用しないこと。また、これらの資料、データ等は業務終了までに発注者に返却する

こと。 

⑵ 著作権に関する留意事項  

第三者が権利を有している著作物を使用する場合は、事前に権利者から二次利用を

含めた使用の許諾を得た上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受注者
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が行うこと。 

⑶ 協議 

本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項があ

る場合は、発注者、受注者協議を行い、その対応を決定するものとする。 

⑷ 費用の負担 

アプリのシステムによる不具合により新たに生じる費用の負担については受注者に

よるものとする。 

 

８ 契約期間終了時のデータの引継ぎ 

契約期間終了時には、蓄積された全てのデータを発注者に無償で引き継ぐこと。受注

者は、引継ぎの完了を発注者が確認した後、すみやかに当該データを確実に消去し、発

注者に報告すること。その際、データ消去の費用は受注者の負担とする。 


